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厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局振興課 
 

今回の内容 
 

地域包括支援センター等において地域の見守り活動

等を構築していく際の支援を必要とする者に関する

個人情報の取扱いについて  

     

計２枚（本紙を除く） 

 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(人材研修係･内線 3936) 
FAX : 03-3503-7894 

 



 

                               事 務 連 絡          

                               平成２２年９月３日 

 

各都道府県介護保険主管課（室）御中 

 

  地域包括支援センター等において地域の見守り活動等を構築していく際の支援を 

  必要とする者に関する個人情報の取扱いについて 

 

                          厚生労働省老健局振興課長 

 

今後ますます進展する高齢社会において、一人暮らしあるいは高齢夫婦のみの世帯、

または認知症の増加が見込まれる中で、これらの方々の地域生活を支援していくために

は、介護保険サービスのみならず、地域住民による見守り等の様々な生活支援サービス

が提供される体制を身近な地域で構築していく必要があります。 

これまでも各市町村において、地域包括支援センター等を活用して、地域住民による

見守り活動等の支援ネットワークの構築等を推進しているところですが、支援を要する

方に関する個人情報について、関係者間で情報共有することが困難であり、事業の推進

に支障があるという指摘があります。 

個人情報の取扱いについては、「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の

円滑な実施について（平成 19 年 8 月 10 日、別紙参照）において、災害時等の要援護者

情報の収集・共有方式について、 

①自ら希望した者について情報を収集する「手上げ方式」 

②要援護者への働きかけにより情報を収集する「同意方式」 

③市町村が、個人情報保護条例中の個人情報の目的外利用・提供に関する規定に基づ

いて関係機関で情報共有する「関係機関共有方式」 

を例示しているところです。 

また、「災害時要援護者の避難支援に関する調査結果報告書」（平成 21 年 3 月、内閣

府（防災担当））においては、個人情報の活用に関する具体的な市町村の取り組み事例

も紹介されています。（参考：内閣府ホームページ（災害時要援護者対策）

http://www.bousai.go.jp/3oukyutaisaku/youengosya/index.html） 

つきましては、こうした要援護者の情報の収集・共有方式も参考にしつつ、市町村の

実情に合わせ、適切な個人情報保護策を講じた上で、地域包括支援センター等の関係者

において市町村が保有する情報を共有できるようお願いするとともに、地域の見守り活

動を推進して頂きますようご協力願います。 

併せて、各都道府県におかれては管内市町村へ遺漏無きよう周知願います。 
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（別 紙） 

 

○要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について（抄） 

 （平成１９年８月１０日、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省雇用 

 均等・児童家庭局育成環境課長、厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省社会 

 ・援護局地域福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働 

 省老健局総務課長通知） 

 

 （略） 

  ２．要援護者情報の共有について 

   災害時に要援護者の避難支援等を行うためには、日頃から、防災関係部局と連携し 

 て、要援護者情報を自主防災組織や民生委員児童委員等の関係機関と共有しておくこ 

 とが重要であるが、その際、個人情報保護への配慮から以下の点に留意しつつ、関係 

 機関との要援護者情報の共有を図られたい。(中略） 

   (1) 要援護者情報の共有方式について 

    ① 手上げ方式及び同意方式について 

     要援護者本人の同意を得た上で、個人情報を他の関係機関と共有することは、 

   個人情報保護法制上の問題は生じないことから、以下の方法により、要援護者に 

   係る情報を収集し、関係機関との共有化を図ることが考えられる。 

     ・要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿等へ 

     の登録を希望した者の情報を収集する方式(手上げ方式) 

     ・防災関係部局、福祉関係部局等が、要援護者に直接働きかけ、必要な情報を 

     収集する方式(同意方式) 

     なお、手上げ方式については、要援護者本人の自発的な意志にゆだねているた 

   め、十分に情報収集できないとの指摘があり、また、同意方式についても、対象 

   者が多いため、効率的かつ迅速な情報収集が困難であるとの指摘がなされている 

   ことに留意が必要である。 

    ② 関係機関共有方式 

     一方、要援護者本人から同意を得ない場合であっても、地方公共団体の個人情 

   報保護条例において、保有個人情報の目的外利用・第三者提供を可能とする規定 

   を整備することにより、個人情報を他の関係機関との間で共有することが考えら 

   れる(関係機関共有方式)。 

     個人情報保護条例における目的外利用・第三者提供が可能とされる規定例とし 

   て、以下の例があげられるが、これらの規定に基づく要援護者の情報の共有は可 

   能とされており、こうした規定に基づく関係機関との要援護者の情報の共有につ 

   いて、積極的な取組みを行うこと。 

     ・「本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になる 

      と認められるとき」 

     ・「保有個人情報を提供することについて個人情報保護審議会の意見を聴いて 

      特別の理由があると認められるとき」 

      （以下略） 
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